
今月の主な内容

■税のお知らせ　もうすぐ確定申告� P２
■祝　成人式2017� P４
■勝竜寺埋立地が満杯になるまであと15年！� P５
■第二大山崎小学校施設における
　長年の課題を解消へ� P６
■平成28年度�大山崎町総合防災訓練を
　実施します� P12

vol.589
http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp

２
2017(平成29)年

天王山のふもと、三川合流の地  みんなを笑顔にするまち  「え」えとこ、「が」んばる、「お」おやまざき

1
月
9
日
祝■祝 

、町
体
育
館
で
成
人
式
を
行
い
、新
成
人
の

新
た
な
門
出
を
祝
い
ま
し
た
。【
関
連
記
事
４
ペ
ー
ジ
】

祝 成人おめでとうございます
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平
成
28
年
１
月
～
12
月
に
納
付
さ
れ
た
国
民

健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介

護
保
険
料
が
対
象
で
す
。
な
お
、
納
付
額
は
次

の
も
の
で
確
認
で
き
ま
す
。

・
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
＝
預
金
通
帳

・
納
付
書
払
い
の
方
＝
領
収
書

・�

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
の
方
＝
日

本
年
金
機
構
・
各
共
済
組
合
等
か
ら
送
付
さ
れ

る
「
平
成
28
年
分
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

　�

紛
失
等
で
納
付
額
が
分
か
ら
な
い
方
は
、
健

康
課
（
役
場
１
階
③
、
④
番
窓
口
）
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※�

平
成
28
年
度
各
保
険
税
（
料
）
の
決
定
通
知

書
に
記
載
の
年
税
額
は
、
平
成
28
年
４
月
～

平
成
29
年
３
月
ま
で
の
期
間
の
金
額
な
の

で
、
納
付
額
と
一
致
し
ま
せ
ん
。

※�

本
人
確
認
で
き
る
も
の
（
保
険
証
等
）
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

※�

国
民
年
金
保
険
料
も
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

国
民
健
康

保
険
税

健
康
課
保

険
医
療
係

☎
９
５
６
―
２
１
０
１

（
内
１
１
４
）

後
期
高
齢

者
医
療

保
険
料

☎
９
５
６
―
２
１
０
１

（
内
１
１
３
）

介
護

保
険
料

健
康
課
高

齢
介
護
係
☎
９
５
６
―
２
１
０
１

（
内
１
３
８
・
１
３
９
）

国
民
年
金

保
険
料

日
本
年
金

機
構

☎
０
５
７
０
―
０
０
３
―

０
０
４（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
３
―
６
６
３
０
―
２
５

２
５（
Ｉ
Ｐ･

Ｐ
Ｈ
Ｓ
専
用
）

▼�

高
齢
者
等
の
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
に
つ
い
て

　
ね
た
き
り
の
高
齢
者
な
ど
が
お
む
つ
を
使
用
し

て
い
る
場
合
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
と
、
確
定

申
告
の
際
に
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
初
回
（
１
年
目
）
の
確
定
申
告
の
際
に
は
、
ね

た
き
り
状
態
で
あ
る
こ
と
及
び
治
療
上
お
む
つ
の

使
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
医

師
が
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
と
「
お

む
つ
代
の
領
収
書
」
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

＊
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
の
方
は
…

　
２
年
目
以
降
は
、
次
の
要
件
全
て
に
該
当
す

る
方
に
限
り
、
医
師
の
証
明
な
し
で
医
療
費
控

除
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
確
定
申
告
の
際
に
必
要

な
確
認
書
は
、
次
の
窓
口
で
発
行
し
ま
す
。

＜

要

　件＞

・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

・�

主
治
医
意
見
書
の
「
障
害
高
齢
者
の
日
常
生

活
自
立
度
（
ね
た
き
り
度
）」
が
Ｂ
１
、
Ｂ

２
、
Ｃ
１
、
Ｃ
２
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

・�

主
治
医
意
見
書
の
「
尿
失
禁
発
生
の
可
能

性
」
欄
が
「
あ
り
」
で
あ
る

・�

主
治
医
意
見
書
が
、
お
む
つ
を
使
用
し
た
当

該
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

※�

全
て
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
従
来

ど
お
り
医
師
の
発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証

明
書
」
で
の
提
出
と
な
り
ま
す
。

問
・
申
請
先
＝
健
康
課
高
齢
介
護
係

　（
内
１
３
８･

１
３
９
）

▼
障
害
者
控
除
対
象
者
の
認
定
に
つ
い
て

　
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
で
も
、

介
護
保
険
の
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
者
で
、
認
定

調
査
票
お
よ
び
主
治
医
意
見
書
で
「
障
害
者
に
準
じ

る
者
」
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
障
害
者
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
確
定
申
告
、
町
・
府
民
税
申
告
の

際
に
必
要
な
認
定
書
は
次
の
窓
口
で
発
行
し
ま
す
。

認
定
の
目
安
＝
心
身
の
状
態
に
関
す
る
意
見
の

欄
中
で
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・�「
障
害
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
（
寝
た

き
り
度
）」
が
Ａ
～
Ｃ

・�「
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
」
が

Ⅱ
以
上

問
・
申
請
先
＝
健
康
課�

高
齢
介
護
係

　（
内
１
３
８
・
１
３
９
）

除
対
象
者
認
定
書
（
詳
し
く
は
後
述
）
な
ど

⑧�

医
療
費
の
領
収
書
、
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ

れ
た
金
額
が
わ
か
る
資
料
（
領
収
書
は
事
前
に

人
ご
と
、
病
院
ご
と
に
集
計
し
て
く
だ
さ
い
）

※
⑤
～
⑧
は
各
控
除
に
該
当
す
る
方
の
み

※�

⑧
医
療
費
控
除
で
お
む
つ
代
を
申
告
さ
れ
る

方
は
次
の
「
見
逃
し
て
い
ま
せ
ん
か
？
控
除

に
つ
い
て
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

申
告
期
限
＝
３
月
15
日
□水

問
・
提
出
先
＝
税
住
民
課
税
務
係

　
☎
９
５
６
―
２
１
０
１
（
内
１
４
４
・
１
４
６
）

見
逃
し
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

控
除
に
つ
い
て

▼�

各
種
納
付
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

申
告
で
、
▼
社
会
保
険
料
控
除
▼
扶
養
控
除

▼
生
命
・
地
震
保
険
料
控
除
な
ど
を
申
告
し

た
場
合
、
申
告
し
な
い
場
合
に
比
べ
て
町
・

府
民
税
額
が
下
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す

▼
申
告
時
の
持
ち
物

①
個
人
番
号
の
確
認
で
き
る
も
の

②
身
元
の
確
認
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

③
印
鑑

④�

収
入
明
細
書
（
源
泉
徴
収
票
、
支
払
調
書
、

帳
簿
な
ど
）

⑤�

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
領
収
書

（
詳
し
く
は
後
述
）

⑥
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
控
除
証
明
書

⑦�

障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
障
害
者
控

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の

記
載
と
添
付
が
必
要
で
す

　
税
務
署
へ
ご
提
出
い
た
だ
く
確
定
申
告
書

等
お
よ
び
町
へ
ご
提
出
い
た
だ
く
町
・
府
民
税

申
告
書
に
つ
い
て
は
、
平
成
29
年
１
月
か
ら
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
記
載
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
提
出
時
に
は
、
本
人
確
認

書
類
の
写
し
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※�

町
・
府
民
税
申
告
書
を
町
税
住
民
課
の
窓
口
で
提

出
さ
れ
る
場
合
は
、
添
付
で
な
く
、
提
示
で
も
可

※�

代
理
人
が
手
続
き
さ
れ
る
場
合
は
、
代

理
権
の
確
認
・
代
理
人
の
本
人
確
認
・

申
告
者
の
番
号
確
認
が
必
要

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
＝
確
定
申
告
書
等
に
関
す
る
こ
と

　
右
京
税
務
署

　
☎
３
１
１
―
６
３
６
６
（
代
表
）

町
・
府
民
税
申
告
書
に
関
す
る
こ
と

　
町
税
住
民
課
税
務
係

　
☎
９
５
６
―
２
１
０
１
（
内
１
４
４
・
１
４
６
）

・マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方

・マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバー
カードの表面
及び裏面の写
しを添付して
ください。

「①番号確認
書類」の写し
と「② 身 元 確
認書類」の写
しを添付して
ください。

①番号確認書類
・通知カード
・�住民票の写し又は住民票記載事項証明書�
（マイナンバーの記載があるもの）　などのうちいずれか１点
②身元確認書類【１点又は２点】
・�運転免許証　・パスポート　・身体障害者手帳　・在留カード
などの写真付き証明書のうちいずれか１点
・�公的医療保険の被保険者証　・年金手帳　・顔写真なしの身
分証明書（社員証・学生証等）�
などの氏名と住所又は生年月日記載の証明書のうちいずれか２点

（表　面） （裏　面）
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税のお知らせ

開
設
期
間
＝
２
月
６
日
□月
～
２
月
15
日
□水

（
□土
■日
を
除
く
）
午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

※�

申
告
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
午
後
３
時
以

前
に
相
談
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
作
成
済
み
の
申
告
書
等
の
受
付
用
紙

の
交
付
は
４
時
ま
で
行
っ
て
い
ま
す

※�

事
業
所
得
者
、
不
動
産
所
得
者
及
び
雑
所
得

者
で
、
前
年
の
所
得
金
額
が
３
０
０
万
を

超
え
る
方
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が

３
０
０
０
万
を
超
え
る
方
、
譲
渡
所
得
の
あ

る
方
、
贈
与
税
の
相
談
は
２
月
16
日
□木
以
降

に
京
都
府
中
小
企
業
会
館
の
申
告
会
場
へ
お

越
し
く
だ
さ
い

※�

電
話
問
合
せ
不
可
。
駐
車
場
（
有
料
）
に
は

限
り
が
あ
る
た
め
公
共
交
通
機
関
で
お
越
し

く
だ
さ
い

○
確
定
申
告
会
場

開
設
期
間
＝
２
月
16
日
□木
～
３
月
15
日
□水

（
□土
■日
を
除
く
）
午
前
９
時
～
午
後
４
時

※�

申
告
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
午
後
４
時
以

前
に
相
談
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
作
成
済
み
の
申
告
書
等
の
受
付
、
用

紙
の
交
付
は
５
時
ま
で
行
っ
て
い
ま
す

※�

譲
渡
所
得
・
贈
与
税
は
京
都
府
中
小
企
業
会
館

２
階
大
ホ
ー
ル
の
確
定
申
告
会
場
、
相
続
税
に

つ
い
て
は
右
京
税
務
署
で
ご
相
談
く
だ
さ
い

※�

当
会
場
で
の
納
税
は
不
可
。
お
近
く
の
金
融

機
関
な
ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

※�

電
話
に
よ
る
問
合
せ
は
不
可
。
駐
車
場
（
有

料
）
に
は
限
り
が
あ
る
た
め
公
共
交
通
機
関

で
お
越
し
く
だ
さ
い

注
意
！
＝
開
設
期
間
中
、
右
京
税
務
署
庁
舎
内

に
は
確
定
申
告
会
場
を
設
け
ま
せ
ん

（
収
受
、
納
税
、
納
税
証
明
書
の
発
行
お
よ
び

用
紙
の
交
付
の
み
を
行
い
ま
す
）

○
広
域
申
告
セ
ン
タ
ー

と
こ
ろ
＝
中
小
企
業
会
館
２
階
大
ホ
ー
ル
（
西

大
路
五
条
下
ル
東
側
）

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の
方
の
還
付
の
確
定
申

告
が
で
き
ま
す
。

開
設
期
間
＝
２
月
19
日
■日
、
２
月
26
日
■日
　
午

前
９
時
～
午
後
４
時

町
・
府
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

▼
申
告
が
必
要
な
人

　
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内
に
在
住

で
、
次
の
①
～
③
の
要
件
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
は
、
町
・
府
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

※�

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方
は
、
町
・
府

民
税
の
申
告
は
不
要
で
す

①�

給
与
所
得
者
で
、
事
業
所
か
ら
町
役
場
に
給

与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い

②
給
与
所
得
者
で
、
給
与
以
外
の
所
得
が
あ
る

③�

公
的
年
金
受
給
者
で
、
社
会
保
険
料
控
除
な

ど
の
所
得
控
除
を
受
け
る

※�

公
的
年
金
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
確

定
申
告
の
必
要
の
な
い
方
が
町
・
府
民
税
の

▼
申
告
書
類
の
提
出
は
お
早
め
に

　
平
成
28
年
分
の
所
得
税
の
申
告
期
間
は
、
２

月
16
日
□木
～
３
月
15
日
□水
。

　
申
告
期
限
が
近
づ
く
と
確
定
申
告
会
場
（
京

都
府
中
小
企
業
会
館
）
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の

で
、
早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
告
期
間
中
は
町
税
住
民
課
で
も

申
告
書
類
を
お
預
か
り
し
て
税
務
署
に
提
出

し
ま
す
が
、
申
告
内
容
に
つ
い
て
の
相
談
を

受
け
た
い
方
は
、
確
定
申
告
会
場
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▼�
申
告
書
の
作
成
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
！

　
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力
す

る
と
、
申
告
書
が
自
動
で
作
成
で
き
ま
す
。

作
成
し
た
申
告
書
は
、
印
刷
し
て
郵
送
ま
た

は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス

テ
ム
）
で
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http//w

w
w
.nta.

go.jp

）
の
「
確
定
申
告
特
集
」
か
ら
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
ご
自
宅
に
プ
リ
ン
タ
等
を
お
持
ち
で

な
い
方
も
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
等
で
作
成
し
て
い

た
だ
き
、
コ
ン
ビ
ニ
等
で
印
刷
（
有
料
）
が
可

能
で
す
。

※�

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
電

子
証
明
書
の
取
得
方
法
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
各
種
会
場
の
ご
案
内

○
税
理
士
に
よ
る
期
前
広
域
申
告
セ
ン
タ
ー

と
こ
ろ
＝
京
都
府
中
小
企
業
会
館

所
得
税
の
確
定
申
告
は
２
月
16
日
木
～
３
月
15
日
水
で
す

もうす
ぐ

確定申
告

問・提出＝右京税務署
　〒615-0007　京都市右京区西院上花田町10-1
　☎311-6366（代表）※�こちらの番号にかけて音声案内の「0」を選択すると、コール

センターにつながります。ぜひご利用ください。



勝竜寺埋立地が満杯に
なるまであと15年！

私たちのごみの埋立地

問＝経済環境課清掃環境係（内241）

▼少しでも長く処理場を使うために
　昨年度に大山崎町の家庭及び事業所から排出されたゴミ
の総量は約3,776ｔ。このゴミは乙訓環境衛生組合に集めら
れ、分別ゴミや粗大ゴミは選別・圧縮・梱包処理して再生
資源化、可燃ゴミは焼却するなどの中間処理した後、最終
的に残った焼却灰・残渣等の約572ｔは乙訓環境衛生組合の
勝竜寺埋立地および大阪湾広域臨海埋立処分場で最終処分
されています。
　しかし、今のペースでゴミの排出を続けると平成43年度
（あと15年）で、最終処分場が共に満杯となり、ごみの最終
処分の受け入れが出来なくなることが予想されます。
　広域処分場を利用する乙訓２市１町をはじめ処理対象区
域の市町村では、府県をはじめ関係機関と連携し、次期広
域処分場の整備促進に向けた取り組みを進めています。
　少しでも長く現在の処分場を使うため、引き続きゴミ
の排出抑制と再利用、再生利用についてご協力をお願い
します。

▼ゴミを減らすためにできること

買い物をするときに

・�マイバッグを使う
・�食品を買うときは、賞味期限も考
え食べきれる量を買う
・�過剰な包装・無駄な包装は断る
・�環境に優しい商品を買う
・�詰め替え製品を利用する
・�一時的に使うものは買わずにリー
スしたり、友人・知人から借りる

ゴミを出すとき

・�捨てる前にもう一度使えないか考
える（町民リサイクル制度の活用）

・�資源ゴミはしっかり分別して捨てる
・�古紙・ダンボール紙、ぼろ布は地
域の子供会の回収日に出す

・�生ゴミはよく水切りしてから捨てる
・�生ゴミを家庭で堆肥にする（生ごみ
処理機を使用する）

生ごみ処理機でごみ減量

　一般家庭から廃棄された可燃ごみ
のうち約3分の1が生ごみで、そのう
ち約8割が水分です。生ゴミの水分を
取り除いて、堆肥に変える生ごみ処
理機を使うことで、ゴミを大幅に減
らすことが出来ます。
・補助金を交付
　平成29年度も、一定の条件のもと
で、生ゴミ処理機を購入してゴミ減
量に取り組まれる方に、購入補助金
の交付を予定しています。
　補助金は、購入金額の2分の1（ただ
し上限2万円）で、購入前に申請され
た方が対象です。詳細は別途本誌で
お知らせします。

生活の中で

・�裏が白い紙はメモ用紙として再利
用する
・�紙タオルやティシュペーパーを雑
巾代わりに使わない
・�料理は残さず食べる
・�いらないフリーペーパーは断る

（残重量ｔ／年）

（年度）

86.9%

70.4%

53.8%
46.7%

38.3%
29.6%26.9%26.2%

20.4%
13.4%

3.7% －1%

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成 44年度
にはごみが溢れて
しまいます

平
成
44
年
度

平
成
42
年
度

平
成
37
年
度

平
成
32
年
度

平
成
27
年
度

平
成
22
年
度

平
成
17
年
度

平
成
12
年
度

平
成
7
年
度

平
成
2
年
度

昭
和
60
年
度

昭
和
55
年
度

勝竜寺埋立地残重量（予測含む）

▲泉大津沖埋立処分場

あと15年で
全て埋まって
しまいます
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ごみのこと、
考えて
みませんか

木
きのした

下　翔
しょうき

生さん

探し中
井
いのうえ

上　佳
よしひこ

彦さん

探し中
三
み う ら

浦　絢
しゅんや 

哉さん

プログラマー
十
そごう

河　優
ゆうや

也さん

建築士
宮
みやい

井　大
だいき

輝さん

出世

　「久しぶり！」「変わってな
いなぁ。」旧交を温めあう、華
やかな着物や袴、スーツを身
にまとった新成人たち。１ 月
９日■祝、大山崎町体育館で執
り行った成人式に１30人が出席
し、20歳の門出を祝いました。
　式典では町長が「ナンバー
ワンではなくオンリーワンを
目指してください」と挨拶。
また、新成人を代表し、森　
汰一さんと神谷　加奈子さん
が誓いのことばを述べ、さら
なる飛躍を誓いました。さら
に、大山崎中学校の恩師が登
場するビデオレターが流れる
と、会場は中学生時代を懐か
しむ声で溢れました。
　新たな第一歩を踏み出す新
成人のみなさんの横顔は、大
人としての自覚を持った頼も
しいものでした。

新成人にインタビュー

あなたの将来の夢は？

神
じんたに

谷　加
か な こ

奈子　さん
①今は何をしている？
　�大学で理学療法士の勉強。スイミングスクール
のコーチ。

②人生最大の勝負どころ「天王山」は？
　�高校生のときの水泳部。強いチームの中、激しい
レギュラー争いに敗れたが、全国１位の部員の
サポートにまわった。その部員の優勝メダルを
「ありがとう」と首にかけてもらい、感激した。

③将来の夢は？
　信頼される理学療法士。

森
もり

　汰
た い ち

一　さん
①今は何をしている？
　�大学で法律の勉強。ロードバイクでサイクリン
グ。

②人生最大の勝負どころ「天王山」は？
　�高校受験。あきらめないで努力したことが、今
学びたいことを学べる環境につながっている。
両親にお世話になった。塾へ行かせてくれた
り、人間力を育ててくれて感謝している。

③将来の夢は？
　杉原千畝のような外交官。

平
ひらやま

山　理
り か

夏さん
教師

瀧
たきした

下　美
み な

奈さん
ディズニーラン
ドのキャスト

藤
ふ じ い

井　玲
れ な

奈さん
海外居住

成人式
2 0 1 7祝

おめでとうございます！

教師

茂
も ぎ

幾　彩
あ や か

香さん

だれかのため
になりたい

月
つきがた

形　優
ゆ う か

香さん

看護師
西
に し さ こ

佐小　夏
なつみ 

未さん

楽しく生きる

※ 個人情報に配慮し、役場での写真販売
は行いません
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今
回
の
計
画
内
容
で
す
。

　
昨
年
の
平
成
28
年
第
４
回
町
議
会
定
例
会

（
12
月
議
会
）
に
お
い
て
審
議
さ
れ
た
一
般
会

計
補
正
予
算
の
中
で
、
本
計
画
に
係
る
既
存

施
設
の
解
体
撤
去
工
事
及
び
改
築
・
移
転
工

事
に
と
も
な
う
各
設
計
委
託
料
を
計
上
し
、

12
月
19
日
の
最
終
本
会
議
で
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

　
現
在
の
計
画
案
で
は
、
プ
ー
ル
を
学
校
敷

地
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
内
に
配
置
し
ま
す
。

　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
学
校
の
余
裕
教
室

を
活
用
し
、
普
通
教
室
棟
の
１
階
部
分
西
側

の
階
段
を
挟
ん
で
給
食
室
側
に
１
部
屋
、
管

理
棟
側
に
３
部
屋
を
充
て
る
形
で
配
置
し
ま

す
。
現
在
１
階
部
分
で
使
用
し
て
い
る
教
室

は
、
そ
の
一
部
を
２
階
へ
移
し
ま
す
。

工
事
等
の
実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
昨
年
、
平
成
28
年
の
町
議
会
で
の
補
正
予

算
の
可
決
を
受
け
て
、
提
案
し
た
プ
ー
ル
の

解
体
撤
去
工
事
・
改
築
工
事
の
各
設
計
委
託

お
よ
び
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
施
設
の
解
体
撤

去
工
事
・
移
転
工
事
の
各
設
計
委
託
の
業
務

を
本
年
２
月
中
旬
に
着
手
す
る
予
定
で
す
。

【
プ
ー
ル
】

　
平
成
29
年
度
予
算
案
に
工
事
費
用
等
を
計

上
し
、
可
決
さ
れ
た
後
、
10
月
に
開
催
す
る

運
動
会
が
終
了
し
た
時
期
の
11
月
頃
に
工
事

契
約
を
か
わ
し
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
内
で
の
プ
ー

ル
の
本
体
工
事
に
着
手
、
翌
年
の
平
成
30
年

の
６
月
は
じ
め
に
竣
工
・
完
成
し
、
プ
ー
ル

開
き
に
間
に
合
う
よ
う
に
実
施
予
定
。

【
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
施
設
】

�

同
じ
く
、
教
室
の
改
修
等
に
係
る
工
事
費

用
等
を
予
算
案
に
計
上
し
、
可
決
後
、
８
月

頃
に
工
事
契
約
を
交
わ
し
、
着
工
。
10
月
中

に
工
事
を
完
了
し
、
11
月
に
現
在
の
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
施
設
か
ら
引
っ
越
し
を
予
定
。

【
旧
施
設
の
解
体
撤
去
工
事
】

　
平
成
29
年
12
月
に
ま
ず
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
旧
施
設
を
解
体
撤
去
、
翌
年
の
１
月
に
旧

プ
ー
ル
施
設
の
解
体
撤
去
を
予
定
。

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
面
積
の
確
保
は
？

　
小
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
、
在
籍
す
る
児

童
数
に
よ
る
設
置
基
準
面
積
を
国
が
定
め
て

お
り
、
町
教
育
委
員
会
で
は
、
プ
ー
ル
を
移
設

し
た
と
し
て
も
、
こ
の
基
準
面
積
を
満
た
す

た
め
支
障
が
な
い
も
の
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

　
国
の
基
準
で
は
、
第
二
大
山
崎
小
学
校
の

現
在
の
児
童
数
２
６
５
人
の
場
合
、
グ
ラ
ウ

ン
ド
の
基
準
面
積
は
２
，
６
５
０
㎡
と
な
り

ま
す
。

　
現
在
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
５
，
６
２
８
㎡

で
、仮
に
今
と
同
じ
面
積
の
プ
ー
ル（
約
１
，

６
０
０
㎡
）
を
建
設
し
た
と
し
て
も
、
残
る

面
積
は
約
４
，
０
０
０
㎡
と
な
り
、
児
童
数

が
将
来
的
に
１
０
０
人
程
度
増
加
し
て
も
1

人
あ
た
り
の
面
積
は
約
11
㎡
と
な
り
ま
す
。

（
参
考
＝
大
山
崎
小
学
校
は
現
在
１
人
あ
た

り
約
11
㎡
）

学
校
の
余
裕
教
室
の
活
用
に
つ
い
て

　
近
年
、
少
子
化
に

伴
う
児
童
生
徒
数

の
減
少
等
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
の
ク
ラ
ス

ル
ー
ム
等
の
普
通
教

室
と
し
て
の
利
用
以

外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な

用
途
に
活
用
で
き
る

ゆ
と
り
が
生
じ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
今
後

の
公
共
施
設
の
管
理

計
画
を
進
め
て
い
く

場
合
、
学
校
教
育
に

支
障
が
な
い
範
囲
内

で
、
地
域
の
実
情
や

需
要
に
応
じ
て
積
極

的
に
活
用
し
て
い
く

こ
と
が
望
ま
し
い
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
場

所
と
し
て
も
、
全
国
的
に
み
る
と
小
学
校
の

余
裕
教
室
を
活
用
す
る
例
は
全
体
の
29
％

（
平
成
28
年
）
に
の
ぼ
り
、
今
後
の
こ
う
し

た
余
裕
教
室
の
望
ま
し
い
活
用
例
と
し
て
、

文
部
科
学
省
や
厚
生
労
働
省
で
も
、
そ
の
ひ

と
つ
に
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
」
を
あ
げ
て

い
ま
す
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
面
積
は
？

　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
在
籍
児
童
数
を
基

準
に
、
お
お
む
ね
児
童
１
人
あ
た
り
１
・
６5
㎡

の
専
用
区
画
面
積
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

　
現
在
の
第
二
大
山
崎
小
学
校
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
施
設
の
面
積
は
約
１
４
０
㎡
（
保
育

室
及
び
静
養
室
部
分
）
。
計
画
す
る
移
設
先

の
学
校
余
裕
教
室
で
は
約
２
２
０
㎡
と
な

り
、
大
き
く
ス
ペ
ー
ス
を
拡
充
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　
加
え
て
、
現
在
の
校
舎
は
こ
れ
ま
で
に
耐

震
改
修
工
事
を
済
ま
せ
て
い
る
ほ
か
、
今
回

の
移
設
に
あ
た
っ
て
は
内
装
等
の
改
修
工
事

を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
指
導
員
の
適
切

な
指
導
の
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
基

準
等
に
則
っ
た
保
育
事
業
を
継
続
し
て
実
施

で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

イメージ図（移設計画案）

第
二
大
山
崎
小
学
校
施
設
に
お
け
る

�

長
年
の
課
題
を
解
消
へ

～
プ
ー
ル
と
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
施
設
を
校
舎
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
同
じ
敷
地
内
に
移
設
す
る
こ
と
を
計
画
～

問＝町教育委員会
・学校教育課（内線230）
・生涯学習課（内線220）
☎︎956-2101
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円
明
寺
が
丘
の
高
台
に
位
置
す
る
「
大
山

崎
町
立
第
二
大
山
崎
小
学
校
」
。
昭
和
40
年

代
に
行
わ
れ
た
京
都
府
住
宅
供
給
公
社
等
の

大
規
模
宅
地
造
成
事
業
に
よ
る
人
口
増
に
伴

い
、
旧
「
大
山
崎
村
」
で
あ
っ
た
当
時
の
人

口
は
３
千
人
台
か
ら
一
気
に
１
万
人
を
超

え
、
昭
和
42
年
11
月
に
は
町
制
施
行
に
至
り

ま
す
。

　
当
時
は
、
町
内
の
小
学
生
は
す
べ
て
大
山

崎
小
学
校
に
通
っ
て
い
ま
し
た
が
、
子
ど
も
た

ち
の
数
も
増
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
昭
和
48
年

に
第
二
大
山
崎
小
学
校
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
開
校
当
時
の
第
二
大
山
崎
小
学
校
の
全
児

童
数
は
６
４
１
人
。
そ
し
て
、
昭
和
52
年
に

は
児
童
数
９
０
８
人
に
達
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
児
童
数
は
減
少
に
転
じ
、
現
在
は
ピ
ー

ク
時
の
約
３
分
の
１
に
あ
た
る
２
６
５
人

（
平
成
28
年
10
月
）
で
す
。

　
こ
の
間
、
児
童
増
加
時
期
で
も
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
プ
ー
ル
は
学
校
敷
地
内
に
は
確
保

で
き
ず
、
や
む
な
く
道
路
を
隔
て
た
別
の
学

校
敷
地
を
確
保
し
て
建
設
。
ま
た
、
そ
れ
ま

で
校
舎
と
同
じ
敷
地
で
運
営
し
て
い
た
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
（
「
で
っ
か
い
ク
ラ
ブ
」
）

も
プ
ー
ル
と
同
じ
敷
地
に
移
設
し
た
の
で

す
。

　
以
後
、
四
十
年
近
く
の
歳
月
を
経
る
中

で
、
プ
ー
ル
や
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
施
設

の
老
朽
化
対
策
と
と
も
に
、
校
舎
や
グ
ラ
ウ

ン
ド
と
は
道
路
を
隔
て
て
設
置
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
起
こ
り
得
る
危
険
リ
ス
ク
（
社
会
状

況
の
変
化
に
よ
る
子
ど
も
た
ち
を
脅
か
す
さ

ま
ざ
ま
な
外
的
要
因
等
）
が
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
き
ま
し
た
。

今
回
の
移
設
計
画
の
目
的

　
児
童
の
安
心
・
安
全
の
一
層
の
確
保
を
最

優
先
と
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
次
の
よ
う
な

点
の
改
善
を
図
り
ま
す
。

【
プ
ー
ル
】

・�

児
童
が
校
舎
と
プ
ー
ル
の
間
を
移
動
す
る

際
の
交
通
事
故
の
不
安
を
解
消

・�

水
着
の
ま
ま
移
動
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

心
理
面
で
の
不
安
を
解
消

・�

プ
ー
ル
へ
の
外
部
か
ら
の
侵
入
・
異
物
投

入
を
防
ぐ
な
ど
、
施
設
管
理
面
の
安
全
対

策
向
上

※�

当
第
二
大
山
崎
小
学
校
が
災
害
時
の
避
難

所
施
設
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

プ
ー
ル
は
貯
留
し
た
水
を
飲
料
水
等
に
利

用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
浄
水
型
プ
ー

ル
と
し
ま
す
。

【
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
】

・�

学
校
と
の
一
層
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ

る
安
全
性
・
利
便
性
の
確
保

・�

将
来
的
な
入
所
児
童
の
増
加
時
期
に
備
え

た
施
設
の
拡
充

・
老
朽
化
に
伴
う
維
持
修
繕
の
課
題
解
消

・
一
旦
学
校
外
部
へ
出
る
こ
と
の
不
安
を
解
消

※�

当
施
設
は
、
平
成
元
年
度
に
建
設
。
築
後

30
年
を
経
過
し
よ
う
と
す
る
施
設
で
あ

り
、
床
面
の
改
修
、
衛
生
面
の
改
善
、
運
動

場
の
水
は
け
の
改
善
、
フ
ェ
ン
ス
改
修
、
耐

震
性
の
確
保
な
ど
例
年
保
護
者
会
組
織
か

ら
も
強
く
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

※�

学
校
や
児
童
を
標
的
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

脅
威
が
発
生
し
た
場
合
で
も
同
一
敷
地
内

に
お
い
て
学
校
が
よ
り
一
体
的
に
、
そ
し
て

よ
り
適
切
に
対
応
で
き
る
も
の
と
考
え
、

プ
ー
ル
と
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
両
方
の

移
転
を
行
う
こ
と
が
良
い
と
判
断
し
た
も

の
で
す
。

移
転
計
画
（
案
）
の
概
要

　
現
在
、
道
路
を
挟
ん
で
別
の
敷
地
に
建
っ

て
い
る
プ
ー
ル
と
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

「
で
っ
か
い
ク
ラ
ブ
」
を
校
舎
、
グ
ラ
ウ
ン

ド
の
あ
る
学
校
敷
地
内
へ
移
設
す
る
こ
と
が

　大
山
崎
町
で
は
、
プ
ー
ル
と
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
施
設
を
校
舎
等
の
同
一
敷
地
内
へ
移
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
老
朽
化
し
た
施
設
の
課
題
解

消
と
あ
わ
せ
て
、
近
年
高
ま
る
子
ど
も
た
ち
の
危
険
リ
ス
ク
に
対
す
る
安
全
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
学
校
と
の
連
携
を
一
層
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、

子
ど
も
た
ち
の
安
心
・
安
全
の
一
層
の
確
保
に
努
め
ま
す
。
つ
い
て
は
、
町
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
計
画
案
に
対
す
る
ご
意
見
・
ご
要
望
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
下
記
問
合
せ
先
へ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。


